
令和元年度(2019年度)第３回枚方市ＮＰＯ活動応援基金支援審査会 

次第 

 

日時：令和２年（2020年）１月 27日（月）午後３時～ 

会場：枚方市役所別館４階 第３委員会室 

    

 

 

１．開 会 

 

 

２．案 件 

 

（１）事業補助方針及び補助事業募集要項の検討について 

 

（２）その他 

 

 

３．閉 会 

 

 

 

 

 

 



（１）寄附金額（平成31年（2019年）１月から令和元年（2019年）12月まで） 1,685,741 円

寄附種別 希望先 件数 金額

①一般寄附 54 1,173,741

②活動分野希望寄附 保健・医療・福祉 1 20,000

学術・文化・芸術 1 30,000

子ども・男女共同参画 2 30,000

③団体希望寄附 つばさの会大阪 17 392,000

ふれあいネットひらかた 1 20,000

ハーモニークラブ 1 20,000
77 1,685,741

（２）基金残高（前年からの繰越分） 342,949 円

金額

271,528

内訳 91,528

180,000 ※

0

71,421

内訳 71,421

342,949

　※「コンビニと地域環境を考える会」へ繰越す予定のH30年の団体希望寄附180,000円については、

　 　令和元年度の登録団体ではないため、一般寄附に繰越

(３)補助可能額 2,028,000 円

寄附種別 金額

①一般寄附 1,445,269

20,000

30,000

30,000
③団体希望寄附 463,421

20,000

20,000

2,028,690

2,028,000

ふれあいネットひらかた

ハーモニークラブ

合　計

補助可能額

コンビニと地域環境を考える会　繰越金

活動分野希望寄附（合計）

つばさの会大阪

寄附の種別

子ども・男女共同参画

団体希望寄附（合計）

枚方市NPO活動応援基金  補助可能額（令和元年12月31日現在）

つばさの会大阪

合　計

合　計

②活動分野希望寄附

希望先

保健・医療・福祉

学術・文化・芸術

一般寄附（合計）

一般寄附繰越金（基金利子含む）

資料①
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枚方市ＮＰＯ活動応援基金補助事業募集要項（案） 

申請受付期間  令和２年（2020年）２月５日（水）～ 28日（金）17時 30分必着 

 
枚方市ＮＰＯ活動応援基金は、社会貢献をめざす市民・法人の皆さんからの寄附

金を活用するために創設したもので、公益的な事業を展開するＮＰＯ法人の活動を
支援します。 

 

枚方市補助金等交付規則及び枚方市ＮＰＯ活動応援基金補助事業補助金交付要
綱等に基づき、令和２年度（2020年度）の補助事業を次のとおり募集します。 
登録団体から応募（交付申請）のあった事業は、枚方市ＮＰＯ活動応援基金支

援審査会（以下「審査会」という。）において、寄附者の意向を尊重しながら、審

査基準等に基づいて審査を行い、補助金交付の適否及び交付額等を決定します。
応募される団体は、必ずこの募集要項をご確認のうえ、申請手続きをしてくださ
い。 

 
   

１ 対象団体（応募資格） 
  枚方市ＮＰＯ活動応援基金支援対象団体登録要綱に基づき、あらかじめ支援対象

団体として登録されたＮＰＯ法人。 
 
 
２ 補助対象事業 

     枚方市内を中心に行う特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動に係る事

業で、次の要件をすべて満たす事業が補助対象事業となります。 
① 主たる効果が枚方市内で生じる公益的な事業、または、主に枚方市民を対象
とした事業であること。 

② 補助金の交付を受けようとする年度内に実施及び完了する事業であること。 
③ 特定の個人または団体の利益となる事業でないこと。 
④ 営利活動、政治活動、選挙活動または宗教活動を目的とした事業でないこと。 
⑤ 枚方市及びその関係機関から他の補助等を受けている、または、受けること
が決定している事業でないこと。 

⑥ 介護保険等の公的制度による給付の対象となる事業でないこと。 
⑦ 登録団体内の親睦やレクリエーションを主な目的とした事業でないこと。 
 
 

３ 補助対象経費 

補助金の交付の対象となる補助対象経費は、補助対象事業に要する人件費、印
刷製本費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、備品購入費（注１）、負
担金、賃借料等です。団体の運営に係る経常的な経費（注２）及び団体の構成員
の会合に係る経費、補助対象と認められた事業実施期間外の支出経費、食糧費に
ついては、対象となりません。 

 
注１…備品購入費については、あらかじめ上限額を設けませんが、事業審査において妥当性

資料② 
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を審査します。 

注２…団体の運営に係る経常的な経費とは、（家賃、修繕料、光熱水費、インターネット接

続料、電話回線使用料、団体内部で使用する備品・文具類・書籍の購入等）及び法人

の経常的な運営に係る人件費（法人職員の給与、法人運営における事務担当者の人件

費等）を指します。ただし、対象事業実施に係る人件費については対象とします。そ

の場合は、対象事業に係ることを証する書類の提出を必須とします。 

 

 

４ 補助内容 
寄附積立額の範囲内で事業費を補助し、補助金の交付申請ができるのは１団体

１事業とします。なお、補助金交付額については、次のとおりとします。（詳細な
具体例のイメージは、別添資料をご参考下さい。） 

 
 

① 「一般寄附及び活動分野希望寄附からの補助金」の交付額は、補助対象経費の
１/２以内とし、その上限を３０万円とします。 

 
② 「団体希望寄附からの補助金」の交付額は、補助対象経費に対する補助割合を

設けず、対象団体への寄附額を上限とします。 
 
③ 「団体希望寄附からの補助金」が３０万円に満たない場合は、３種類の寄附か

らの交付額の合計が３０万円に達するまで申請することができます。 
その際の「一般寄附及び活動分野希望寄附からの補助金」の交付額は、補助

対象経費から「団体希望寄附からの補助金」の交付額を除した１/２以内としま
す。 

 

※寄附積立額の状況や事業の内容等を勘案して、審査会における審査の結果、
申請額より減額される可能性があります。 

  
 【参考】寄附積立額（令和元年（2019年）12月 31日現在） 

「一般寄附」・・・・・・・・・・・・・・1,445,269円 
「活動分野希望寄附」・・・・・・・・・・・ 80,000円 
「団体希望寄附」・・・・・・・・・・・・・503,421円 

   なお、「団体希望寄附」対象団体については、別途個別に連絡します。 
  「活動分野希望寄附」については、令和２年度（2020 年度）から寄附申込を廃止

します。 
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５ 応募方法 

所定の申請書等にご記入いただき、枚方市市民活動課へご提出ください。 
 ①提出書類 

・補助金交付申請書・・・様式第３号 
・事業計画書（当該事業に係るもの）・・・様式第４号 
・収支予算書（当該事業に係るもの）・・・様式第５号 
・その他参考となる資料 
 その他参考になる資料については、任意提出とします。提出を希望される場合
は、３月６日（金）までに資料 20 部を市民活動課へ提出してください。なお、
Ａ３サイズまでの大きさで、片面のみ１枚までとします。（カラー可） 
 ※提出された書類は返却できませんので、ご了承ください。 

②受付期間 
  令和２年（2020 年）２月５日（水）～ 28日（金）17時 30分必着 
③提出先 

    市民活動課 
 
 
６ 対象事業の選考審査について 
   申請のあった補助事業についての補助金交付の適否及び交付額等の審査は、審

査会が行います。審査会は、寄附者の意向を尊重しながら、申請者から提出され
た事業計画書及び収支予算書、申請者による説明・意見（プレゼンテーション）
等に基づいて、調査審議し、審査委員の合議によりその適否及び妥当性を審査し、
その審査結果に基づき、補助金交付の適否、補助金の交付額、補助金の交付条件
等を市に報告します。市は、この報告を受け、補助内容を決定します。審査は、
次の方法で行います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※審査当日には、申請団体の代表者または担当者が必ず出席してください。出
席できない場合は、選考審査の対象外となります。 

 
※プレゼンテーションで、パワーポイント等を用いた説明を行う場合は、事前
にパワーポイントのバージョンを市民活動課にお伝えいただいたうえで、３
月６日（金）までにデータを送付してください。バージョンによっては、使
用できない場合がございますので、ご了承ください。 

 

プレゼンテーション 

質 疑 

申請者（登録団体）が、自ら企画立案した事業について、

プレゼンテーションを行う。時間は５分以内。 

審査委員が、申請者に対し質疑を行う。10分程度。 
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 ◆審査基準について 

   Ⅰ.公益性、Ⅱ.計画性、Ⅲ.自立性、Ⅳ.発展性、Ⅴ.情報発信性の５項目にお
ける 13 の具体的項目について、それぞれの配点の範囲で採点し、その合計点に
より審査します。 

   採点の上位の団体から補助対象とし、その補助対象の補助金累計額が寄附積立
額を超えない範囲で補助するものとします。 

 
 
 
 
 
 

審査基準 概要 具体的項目 配点 

Ⅰ.公益性 

事業の成果が、多く

の市民に幅広く還元

される公益性がある

か。 

① 

特定の市民や団体の利益につながるもの

ではなく、多くの市民の利益につながる

か。 

３ 

② 
多くの市民が参加又は賛同できる事業内

容か。 
３ 

③ 
現在の社会的課題又は社会に潜む課題に

取り組むものか。 
３ 

Ⅱ.計画性 

事業や資金計画など

に無理が無く、自主

的、自立的に事業を

遂行する能力がある

か。 

④ 事業内容は事業目的に合致しているか。 ３ 

⑤ 実施スケジュールと体制は整っているか。 ３ 

⑥ 収支予算の内容は適切か。 ３ 

Ⅲ.自立性 

当該補助金の活用に

より、法人や事業の

自立につながるか。 

⑦ 
当該補助金以外に、財源の確保に取り組も

うとしているか。 
３ 

⑧ 
事業の担い手や賛同者を増やす取り組み

を行っているか。 
３ 

⑨ 検討中 ３ 

Ⅳ.発展性 

当該補助金の活用に

より、事業が発展し、

市民活動の発展につ

ながるか。 

⑩ 
新たな取り組み又は既存事業の発展に取

り組んでいるか。 
３ 

⑪ 

より多くの市民等を巻き込み、地域社会

全体の取り組みとして発展する可能性が

あるか。 

３ 

⑫ 

同じ分野あるいは同じ地域で活動する、

他の団体や市民・行政等と、目的の共有

や連携・協力した活動を行おうとしてい

るか。 

３ 

Ⅴ.情報発信性 

法人や事業に関する

情報を積極的に発信

しているか。 

⑬ 
事業に関わる情報を積極的に発信してい

るか。 
３ 
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７ 補助に関する手続き等の流れ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ※補助対象額の実績額が、申請時よりも下がった場合には、実績報告により報告さ

れた補助対象額により、補助金が確定します。概算払いにより補助金が交付され
ている場合には、補助金の返納を求める場合がありますので、ご注意下さい。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

補助事業の募集 ＜令和２年（2020年）２月５日（水）～28日（金）17時 30分＞ 

市所定の様式で補助金の交付申請を行ってください。 

 

申請のあった事業の審査 ＜令和２年（2020年）３月 30日（月）＞ 

審査会が書類及びプレゼンテーションにより審査します。 

補助事業・補助額等の決定 ＜令和２年（2020年）５月上旬予定＞ 

補助金交付決定に関する通知をお送りします。（交付申請額と交付決定額が異なる場合は、

事業計画書、予算書の再提出を求める場合があります。） 

中間報告の受付 ＜令和２年（2020年）９月＞ 及び  

事業実績報告の受付 ＜令和３年（2021年）３月＞ 

事業の完了時には事業実績報告をしてください。その内容を審査し、補助金を確定します。 

事業実施報告会の開催 ＜令和３年６月頃＞ 

事業実施報告会（団体登録説明会と同時開催予定）において、市民や寄附者及び他のＮＰＯ

法人を対象にして事業報告をしていただきます。 
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８ 補助金の交付決定のあった事業の実施について 

①交付決定通知を受け取った団体は、事業の着手届けを提出し、事業計画に基づい
て事業を実施してください。 

②補助金は補助事業が終了した後の支払い（完了払い）を基本とします。事業運営
に必要な場合に限り概算払いも可能です。その場合は、別途ご相談下さい。概算
払いを選択した場合、事業実施後に精算が発生することがあります。 

③事業実施期間中には事業の進捗状況を確認する場合があり、中間報告を求めます。 
④事業終了後は、事業の完了日から 30 日まで、または、事業実施年度の３月末日
までに事業実績報告書及び交付請求書を提出して下さい。その内容を審査し、補
助金を確定・交付します。 

 ⑤事業の中間報告、事業実績報告の内容については、それぞれ事業の進捗や実施に
よる効果等を寄附者等に発表し、また、補助事業のＰＲについては、団体独自の
媒体（ホームページ、機関紙等）を活用して積極的に広く発信してください。 

⑥補助金交付規則及び要綱や補助金交付決定の内容、これに付した条件に違反した

場合、不適切な経費支出等が認められる場合、または、事業内容の大幅な変更や
中止せざるを得ない状況があった場合等においては、補助金の全額またはその一
部を返還していただくことがあります。 
事業内容の大幅な変更や中止せざるを得ない状況があった場合は、速やかに市民
活動課へ届け出てください。 

  ※詳しくは補助金交付決定団体に通知します。 

枚方市 市民安全部 市民活動課 

〒573-8666 枚方市大垣内町 2-1-20（別館 3階） 

TEL（072）841-1273  FAX（072）841-5133  E-mall：skatudo@city.hirakata.osaka.jp 

市公式ホームページ：http://www.city.hirakata.osaka.jp 

■申請書類の提出・問合せ先 

mailto:skatudo@city.hirakata.osaka.jp


「４　補助内容」（募集要項２ページ）の具体例

　①の例
事業費６０万円　（うち補助対象経費６０万円）、団体希望寄附額０円の場合
補助金交付額　３０万円

事業費１００万円　（うち補助対象経費１００万円）、団体希望寄附額０円の場合
補助金交付額　３０万円

　②の例
事業費６０万円　（うち補助対象経費６０万円）、団体希望寄附額４０万円の場合
補助金交付額　４０万円

　③の例
事業費６０万円　（うち補助対象経費６０万円）、団体希望寄附額２０万円
補助金交付額　３０万円

補助対象経費 ６０万円

一般寄附・活動分野希望寄附からの補助金

３０万円
団体の自己資金

補助対象経費の１/２（上限３０万円）

補助対象経費 ６０万円

団体希望寄附からの補助金 ４０万円 法人の自己資金 ２０万円

対象団体への団体寄附額（補助割合・上限なし）

補助対象経費 ６０万円

団体希望寄附からの補

助金 ２０万円

補助対象経費から団体希望寄附を引いた額 ４０万円

対象団体への団体寄附額

１０万 法人の自己資金 ３０万円

一般寄附・活動分野希望寄附からの補助金 １０万円
補助対象経費のうち、団体希望寄附を引いた１/２

但し、一般・活動分野・団体の３種類を合計して上限３０万円

一般寄附・活動分野希望寄附から

の補助金 ３０万円

補助対象経費の１/２（上限３０万円）

法人の自己資金 ７０万円

補助対象経費 １００万円

収益

収益

収益

収益

費用

費用

費用

費用



様式第３号／枚方市ＮＰＯ活動応援基金 

   年   月   日 

枚方市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方市ＮＰＯ活動応援基金補助事業補助金交付申請書 

 

 

 枚方市補助金等交付規則第５条の規定に基づき、下記のとおりＮＰＯ活動応援基金補

助事業補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１．補助対象事業の名称 

 

                                      

 

２．補助対象事業の目的、内容、効果及び公益性等 

別紙「事業計画書（様式第４号）」のとおり 

 

３．補助金交付申請額及びその内訳 

 

金                  円 

※内訳については、別紙「事業収支予算書（様式第５号）」のとおり 

 

４．添付資料 

  その他参考となる書類 

団 体 名  

主たる事務所 

の 所 在 地 

〒 

代表者氏名       ○印  

担当者氏名                

連 絡 先 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

Ｅ－ｍａｉｌ 

資料③ 



様式第４号／枚方市ＮＰＯ活動応援基金 

事 業 計 画 書 

団  体  名  

事 業 名 称  

事 業 実 施 期 間 

（準備期間を含む。ただし、４月１日～翌３月 31日までの期間であること。） 

 

年  月  日 ～  年  月  日 

１．目  的 

（事業の目的を記載すること。また、どのような問題を解決するために実施しているかについ

ても、記載すること） 

 

 

 

 

２．事業内容等 

【①対象者】 

 

 

【②実施場所】 

 

 

【③事業内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案① 



４．事業実施の体制 

（事業を実施する際の人員体制や、賛同者からの協力について記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．自立的・継続的に活動

していくための工夫 

 

 

 

 

６．申請事業に関して、こ

れまで取り組んだ内

容及び新たな取り組

み 

 

 

 

 

７．今後の取り組み予定 

（賛同者や財源の確保策、市民・市民団体・企業・行政等との連携についても記載すること。） 

 

 

 

 

 

８．事業の PR方法 

 

 

 

 

９．申請事業に対する助成

金や委託料の有無等 

 

助成金等の有無      有    ・     無 

助成金等の名称（                           ） 

内     容                           

10．そ  の  他 

※ＰＲすべき事業の特徴、添付

する参考資料など 

 

 

 

 

 

 

 



◆採点基準対応表 
 

 

審査基準 概要 具体的項目 
事業計画書 

対応箇所 

Ⅰ.公益性 

事業の成果が、多くの市民

に幅広く還元される公益

性があるか。 

① 
特定の市民や団体の利益につながるもので

はなく、多くの市民の利益につながるか。 
１，２ 

② 
多くの市民が参加又は賛同できる事業内容

か。 
１，２ 

③ 
現在の社会的課題又は社会に潜む課題に取

り組むものか。 
１，２ 

Ⅱ.計画性 

事業や資金計画などに無

理が無く、自主的、自立的

に事業を遂行する能力が

あるか。 

④ 事業内容は事業目的に合致しているか。 １，２ 

⑤ 実施スケジュールと体制は整っているか。 ３，４ 

⑥ 収支予算の内容は適切か。 収支予算書 

Ⅲ.自立性 

当該補助金の活用により、

法人や事業の自立につな

がっていくか。 

⑦ 
当該補助金以外に、財源の確保に取り組も

うとしているか。 
収支予算書 

⑧ 
事業の担い手や賛同者を増やす取り組みを

行っているか。 
４ 

⑨ 
団体の財政状況が健全で、事業内容と団体

のめざすべき方向性が整合しているか。 
５ 

Ⅳ.発展性 

当該補助金の活用により、

事業が発展し、市民活動の

発展につながるか。 

⑩ 
新たな取り組み又は既存事業の発展に取り

組んでいるか。 
６ 

⑪ 

より多くの市民等を巻き込み、地域社会全

体の取り組みとして発展する可能性がある

か。 

７ 

⑫ 

同じ分野あるいは同じ地域で活動する、他

の団体や市民・行政等と、目的の共有や連

携・協力した活動を行おうとしているか。 

７ 

Ⅴ.情報発信性 

法人や事業に関する情報

を積極的に発信している

か。 

⑬ 
事業に関わる情報を積極的に発信している

か。 
８ 

案① 



様式第４号／枚方市ＮＰＯ活動応援基金 

事 業 計 画 書 

団  体  名  

事 業 名 称  

事 業 実 施 期 間 

（準備期間を含む。ただし、４月１日～翌３月 31日までの期間であること。） 

 

年  月  日 ～  年  月  日 

１．目  的 

（事業の目的を記載すること。また、どのような問題を解決するために実施しているかについ

ても、記載すること） 

 

 

 

 

２．事業内容等 

【①対象者】 

 

 

【②実施場所】 

 

 

【③事業内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案② 



４．事業実施の体制 

（事業を実施する際の人員体制や、賛同者からの協力について記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．申請事業に関する意思

決定の状況 

（申請事業の実施について、責任者の配置状況や、理事会や総会等での審議の状況について記

載すること。） 

 

 

 

６．申請事業に関して、こ

れまで取り組んだ内

容及び新たな取り組

み 

 

 

 

 

７．今後の取り組み予定 

（賛同者や財源の確保策、市民・市民団体・企業・行政等との連携についても記載すること。） 

 

 

 

 

 

８．事業の PR方法 

 

 

 

 

９．申請事業に対する助成

金や委託料の有無等 

 

助成金等の有無      有    ・     無 

助成金等の名称（                           ） 

内     容                           

10．そ  の  他 

※ＰＲすべき事業の特徴、添付

する参考資料など 

 

 

 

 

 

 



◆採点基準対応表 
 

 

審査基準 概要 具体的項目 
事業計画書 

対応箇所 

Ⅰ.公益性 

事業の成果が、多くの市民

に幅広く還元される公益

性があるか。 

① 
特定の市民や団体の利益につながるもので

はなく、多くの市民の利益につながるか。 
１，２ 

② 
多くの市民が参加又は賛同できる事業内容

か。 
１，２ 

③ 
現在の社会的課題又は社会に潜む課題に取

り組むものか。 
１，２ 

Ⅱ.計画性 

事業や資金計画などに無

理が無く、自主的、自立的

に事業を遂行する能力が

あるか。 

④ 事業内容は事業目的に合致しているか。 １，２ 

⑤ 実施スケジュールと体制は整っているか。 ３，４ 

⑥ 収支予算の内容は適切か。 収支予算書 

Ⅲ.自立性 

当該補助金の活用により、

法人や事業の自立につな

がっていくか。 

⑦ 
当該補助金以外に、財源の確保に取り組も

うとしているか。 
収支予算書 

⑧ 
事業の担い手や賛同者を増やす取り組みを

行っているか。 
４ 

⑨ 

当該補助金の利用について、責任の所在が

明確であるか、また、総会や理事会等によ

る審議が行われているか。 

５ 

Ⅳ.発展性 

当該補助金の活用により、

事業が発展し、市民活動の

発展につながるか。 

⑩ 
新たな取り組み又は既存事業の発展に取り

組んでいるか。 
６ 

⑪ 

より多くの市民等を巻き込み、地域社会全

体の取り組みとして発展する可能性がある

か。 

７ 

⑫ 

同じ分野あるいは同じ地域で活動する、他

の団体や市民・行政等と、目的の共有や連

携・協力した活動を行おうとしているか。 

７ 

Ⅴ.情報発信性 

法人や事業に関する情報

を積極的に発信している

か。 

⑬ 
事業に関わる情報を積極的に発信している

か。 
８ 

案② 



様式第５号／枚方市ＮＰＯ活動応援基金

団体名：

（単位：円）

予算額

0

0

0

0

事 業 収 支 予 算 書

補助対象事業の名称：

事業実施期間：　　　年　  　月～　　　年　　　　月

【収入の部】

項　目 ※１ 内容説明（積算根拠等）

枚方市補助金(一般・活動分野)（A）
補助金交付申請額（一般寄附・活動分野希望寄附）

枚方市補助金(団体) 　　（B）
補助金交付申請額（団体希望寄附）

自己資金

　　　合　　計　　  　（C）

【支出の部】 （単位：円）

項　目 予算額 内容説明（積算根拠等）

補
助
対
象
経
費

補
助
対
象
外
経
費

小　　　計

　　　合　　計　　  （D）

　※１：事業に係る収入はすべて記入してください。
　※２：収入の合計（C）＝支出の合計 (D) となるように記入してください。
　枚方市補助金枚方市補助金(一般・活動分野) (A)は 補助対象事業費（E）から枚方市補助
金(団体希望寄附)(B)を差し引いた金額の1/2以内（千円未満切り捨て）として下さい。
　ただし枚方市補助金(一般・活動分野) (A)と枚方市補助金(団体希望寄附)(B)を合わせて
30万円を上限とします。

　　　小　　計　　  （E）



枚方市ＮＰＯ活動応援基金による補助に関する検討事項 

 

補助金の交付の決定は、枚方市ＮＰＯ活動応援基金（以下「基金」という。）の積立状況、

補助対象事業の内容等を勘案して、市長が定めることとなっています。令和２年度の補助

金を交付するにあたり、現在の補助可能額及び補助対象団体となる登録団体数については、

次のとおりです。 

 

補助可能額及び登録団体数 

       （１）補助可能額 2,028,000 円 

 ※詳細については、別紙「資料①」参照 

       （２）登録団体数 13 団体 

 

 

 

今回の審査会では、前回の審査会（令和元年 12 月 10 日開催）において、検討いただい

た内容を基本として、以下の２点について検討していただきます。 

 

１．令和２年度補助対象事業における「補助内容」 

（「資料②募集要項案」２ページに記載） 

     主な検討内容 

      ・寄附種別ごとの補助割合及び補助上限の設定 

 

２．審査基準（「資料②募集要項案」４ページに記載） 

主な検討内容 

      ・審査基準の決定 

      ・審査基準の決定に伴う様式第４号「事業計画書」の変更 

 

 

今回検討した補助内容をもとに、３月 30 日（月）に開催予定の枚方市ＮＰＯ活動応援基

金支援審査会において、各申請団体への補助金の交付の適否及び交付額等を審査していた

だく予定です。 

資料④ 

 



補助内容比較表 

今年度募集要項案 （参考）前年度募集要項 

寄附積立額の範囲内で事業費を補助し、補助金の交付申請ができ
るのは１団体１事業とします。なお、補助金交付額については、次
のとおりとします。（詳細な具体例のイメージは、別添資料をご参
考下さい。） 

 

① 「一般寄附及び活動分野希望寄附からの補助金」の交付額は、補
助対象経費の１/２以内とし、その上限を３０万円とします。 

 
② 「団体希望寄附からの補助金」の交付額は、補助対象経費に対す

る補助割合を設けず、対象団体への寄附額を上限とします。 
 
③ 「団体希望寄附からの補助金」が３０万円に満たない場合は、３

種類の寄附からの交付額の合計が３０万円に達するまで申請す

ることができます。 
その際の「一般寄附及び活動分野希望寄附からの補助金」の交

付額は、補助対象経費から「団体希望寄附からの補助金」の交付
額を除した１/２以内とします。 

 
※寄附積立額の状況や事業の内容等を勘案して、審査会におけ
る審査の結果、申請額より減額される可能性があります。 

  

  
 

寄附積立額の範囲内で事業費を補助し、補助金の交付申請ができ
るのは１団体１事業とします。なお、補助金交付額の上限額につい
ては、次のとおりとします。 
 

一般寄附からの補助金交付額 

１事業あたりの上限なし（ただ

し、一般寄附の寄附積立額を上
限とする）。 

活動分野希望寄附からの補助
金交付額 

活動分野ごとの寄附積立額を上
限とする（一般寄附とあわせて
の申込が可能）。 

団体希望寄附の補助金交付額 

寄附対象団体ごとの寄附積立額
を上限とする（一般寄附及び活
動分野希望寄附とあわせての申

込が可能）。 
※寄附があった団体には、別途

通知します。 

ただし、寄附積立額の状況や事業の内容等を勘案して、枚方市 NPO
活動応援基金支援審査会における審査の結果、申請額より減額され
る可能性があります。 

 


